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デイサービスセンターこもれびの杜  

地域密着型通所介護重要事項説明書 

＜令和 8 年 2 月 1 日 ＞ 

１． 当センターが提供するサービスにいての相談窓口 

    電話   082－510－1077 
    担当   中村 智  （不明な点は、なんでもおたずねください。） 

２． デイサービスセンターこもれびの杜の概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

名称 デイサービスセンターこもれびの杜 

所在地 広島県広島市南区東雲 2 丁目１8 番 8 号 

介護保険指定番号 地域密着型通所介護 

（広島市 3490101023  号） 

サービスを提供する対象地域＊  広島市南区 中区 東区 安芸区 にお住まい

の方 (但し宇品町似島町を除く) 

      ＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

 

 （２）同セン

ターの職員体制               

資格 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者  １名 ０名 管理 １名 

生活相談員  １名 ０名 生活相談 １名 

機能訓練指導員 きゅう師 ０名 １名 機能訓練 １名 
  ０名 ０名   名 
介

護

・

看

護

職

員 

看護職員 ０名 ２名 看護 ２名 

介護職員 ２名 １名 介護 ３名 
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（３）同センターの設備の概要 

定員 １１名 静養室 １室１床 

食堂兼機能訓練室 １室 34.85 ㎡ 相談室 １室 

浴室 
 

あり 送迎車 ２台 

（４）サービスの提供時間等 

月～土 ９：００～１６：１０ 

日・祝・祭日 定休日 
 

＊ お盆・年末年始はお休みします。当センターカレンダーをご参照ください。 
＊ 緊急連絡電話 082-510-1077 

３．サービス内容 

①送迎        ②食事・おやつ   ③アクティビティ活動 
④機能訓練       ⑤入浴・シャワー 

４．料金 

（１）利用料金  
 

通所介護利用

料金 

 

入浴 

加算 

個別機能訓練 

加算（Ⅰ）イ 

 

昼食費 

全 額 

自己負担 

自己負担合計 

要介護 1 787 円 
 
 
 
 

42 円 

 
 
 
 

59 円 

普通食 

750 円 

＋ 
おやつ 
200 円 

特別食 

950 円 

＋ 
おやつ 
200 円 

1,838 円 

要介護 2 930 円 
1,981 円 

要介護 3 1,079 円 
2,130 円 

要介護 4 1,225 円 
2,276 円 

要介護 5 1,371 円 
2,422 円 

＊上記の料金は介護保険適用時（１割負担）の一日あたりの自己負担分の目安金額

です。（入浴有り、昼食は普通食） 
一ヶ月分の合計は端数処理の関係で、利用日数によって若干の差が生じます 
のでご了承ください。 
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＊入浴されない場合は入浴加算がなくなります。 

＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

利用料金と各種加算を加えた一ヶ月分の総単位数に５．９％を乗じて計算します。 

＊介護職員等ベースアップ等支援加算 

利用料金と各種加算を加えた一ヶ月分の層単位数に１．１％を乗じて計算します。 

 

その他の料金（全額自己負担） 
① 送迎料   

 広島市南区(宇品似島町を除く) 
 中区 安芸区 東区に居住の方         ・・・  無料 
  

② 備品・材料代等 
  おむつ代 150 円 パット代 100 円  

物作りにかかる費用等は自己負担となります。 
 

（２）支払方法 

    毎月一ヶ月分のご利用料金を翌月初めに請求いたします。翌月 27 日（土日 
祝日の場合翌営業日）にご指定の口座より引落しになりますので前日までに通 
帳残高の確認をお願い致します。引落しが確認できましたら領収書を発行いた 
します。引落し不能の場合には月末までに現金にて徴収させて頂きます。 

（３）キャンセル料 
   お客様のご都合でサービスを中止する場合、キャンセル料については 

下記のようになります。    （営業時間外は留守番電話への録音で可） 

ご利用日の当日午前８時までにご連絡いただいた場合 無料 

ご利用日の当日午前８時までにご連絡がなかった場合 
750 円（昼食,おやつ代） 

(特別食 950 円) 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

    まずは、お電話等でお申し込みください。 
    通所介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

＊居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員と 
ご相談下さい。 

（２）サービスの終了 

①お客様のご都合でサービスを終了する場合 
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 サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下さい。 
② 当社の都合でサービスを終了する場合 
 やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合は、 
終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 
 ・契約書第９条５項による場合 

双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 
④ その他 

    ・契約書第９条３項による場合 
お客様は文書で通知することによって即座にサービスを終了することが 
できます。 

    ・契約書第９条４項による場合 
文書で通知することによって即座にサービスを終了させていただく場合 
がございます。 

６． 当センターのデイサービスの特徴等 

（１） 運営の方針 

   当事業所は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活上の世話及び 
   日常動作の訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の

機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

（２）サービス利用のために 

事 項 有無 備 考 
男性介護職員の有無 有  
時間延長の可否 否  
従業員への研修の実施 有 年４回 
サービスマニュアルの作成 有  
その他   

（３）サービス利用に当たっての留意事項 

   ・送迎時間の連絡  契約時に提示 
   ・体調確認     看護職員によるバイタルサインチェック・問診 
   ・体調不良等によるサービスの中止、変更(食事のキャンセル・時間変更) 
             センターに連絡  

＊４．料金（３）キャンセル料 参照 
    ・その他      広報活動等に活動中の写真を使用するときがあります 

ので、不都合がある方は、予めお申し出下さい。 



 - 11 -

７．緊急時の対応方法 
    サービスの提供中に容体の変化等があった場合、事前の打ち合わせにより、 
    主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

主 

治 

医 

病院･医院名 医師名 

住所 

℡  

ご 
家 
族 

氏名 本人とのご関係 

住所 

℡ 携帯電話             

８．非常災害対策 

 ・防災時の対応 広島市指定の生活避難場所(東雲集会所)への誘導 
 ・防災設備   消防署の基準により設置 
 ・防災訓練   年２回 
 ・防災責任者  中村 智 
 
９．感染症の予防及びまん延の防止 
 感染症が発生し、又はまん延しないよう、次の通り措置を講じます。 
 ・感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催 
 ・従業者への委員会結果の周知 
 ・感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 
 ・研修・訓練（シミュレーション）の実施 
 
 
１０．業務継続計画の策定 
 感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施するための非

常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、計画

に従い、必要な措置を講じます。 
 ・業務継続計画の策定、定期的な計画の見直し 
 ・従業者への業務継続計画の周知 
 ・研修・訓練（シミュレーション）の実施 
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１１．人権の擁護及び虐待の防止のための措置 
 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発防止等のため、次の措

置を講ずるものとする。 
１．事業所における人権の擁護、虐待の防止等に関する対策を検討する委員会（リ

モート等を活用して行う事ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、

その結果について従業員に周知徹底を図ること。責任者の選定及び必要な体制

の整備 
２．事業所における虐待防止のための指針を整備すること。 
３．事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する

こと。 
４．前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（虐待防止に関する責任者：中村 智） 
５．成年後見制度の利用支援 
６．苦情解決体制の整備 
７．その他人権の擁護、虐待の防止等のために必要とされる措置 
 
１２．ハラスメント対策 

 適切な介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より職員の就業環境が害されることを防止するのために必要な措置を講じる。利

用者・家族などからのカスタマーハラスメントについても含まれる。 
１３. 第三者評価の実施状況   ( 有 ・ 無 ) 
 

１４．サービス内容に関する苦情 

 ①当センターご利用者相談・苦情担当 

担当  中村 智  082-510-1077 

その他 

  当センター以外に、相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 
   ・広島市南区厚生部健康長寿課介護保険係  ℡082-250-4138 
   ・広島市介護保険課            ℡082-504-2183 
   ・広島県国民健康保険団体連合会      ℡082-554-0783 
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１５．当社の概要 

  名称・法人種別     会 社 法 人  株式会社 こもれび 
  代表者役職・氏名    代表取締役  梅野 正利 
  本部所在地       住   所  広島市安芸区船越 1 丁目 15 番 12 号 
                            電 話 番 号    082-847-4552 

定款の目的に定めた事業  
   □介護保険法に規定する地域密着型通所介護  
    介護予防日常生活支援総合事業 第一号通所事業 
    
   施設・拠点等  デイサービスセンターこもれび  
           デイサービスセンターこもれびの杜 
  
   □介護保険法に規定する居宅介護支援事業所の運営 
   施設・拠点等  ケアサポートこもれび      広島県 3 ケ所 
           

１５．その他 

 サービス提供の際のトラブル防止のため、次の事項にご留意ください。 

 ア 従業者に対する贈り物や飲食物のおもてなしは、ご遠慮させて 

   いただきます。 

 イ お客様どうしの贈り物や金銭のやり取りはご遠慮ください。 

 ウ 送迎中の途中乗車降車はご遠慮ください。 

                                        


